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今回は、相続放棄の熟
じゅくりょ

慮期間に
ついてお話したいと思います。

相続放棄の熟慮期間というのは、
相続人が自己のために相続の開始
があったことを知ったときから3
か月以内に、単純承認、限定承認、
相続放棄のいずれかを選択しなけ
ればならないとされており、この
3か月の期間のことを言います。
単純承認と言うのは、相続財産
をすべて受け入れるということで
あり、一度単純承認してしまうと
撤回はできません。そのため、後
から多額の債務が出てきてしまう
などのリスクのある行為です。そ
れ故、上記の3つの選択肢につい
て、相続財産の有無や状況などを
調査したうえでいずれを選択する
のか熟慮することを可能とする期
間として３か月の期間が設けられ
たと考えられています。
では、3か月を過ぎてしまうと
どうなるのでしょうか。3か月の
期間を過ぎると単純承認したもの
とみなされてしまいます（民法

921条 2号）。そうすると、プラ
スの財産もマイナスの財産もすべ
て相続したことになってしまい、
債務についても支払いをしなけれ
ばならなくなります。
ただし、調査を尽くしたのに存在
が判明しなかったなど、落ち度がな
く調査しきれなかった相続財産が判
明した場合（例えば請求が来ていな
かったためまったく分からなかった
貸金債務など）には、その存在を認
識したとき、または通常これを認識
できたときから3か月の熟慮期間が
起算される場合があります。
また、相続財産の一部についてそ
の存在を認識していた場合でも、裁
判所は、おおむね、予期せぬ高額な
債務が発覚したあとで相続放棄する
ことを許容する傾向があると言われ
ています。つまり、熟慮期間の起算
日を繰り下げる傾向にあるというこ
とです。もっとも、裁判例の中には
事情により熟慮期間の繰り下げを認
めなかった裁判例もありますので安
心はできません。

そのため、やはり相続財産につ
いて 3か月以内に調査を行うか、
熟慮期間を延長する手続きをして
調査を行うのが安全であると考え
ます。
なお、熟慮期間は、初日を計算
に入れず（民法 140条）、3か月
後の応当日の前日までと計算しま
す（民法143条 2項）。
例えば、自己に相続があったこ
とを知った日が6月3日であれば、
３か月後は9月3日です。しかし、
初日不算入のため4月4日から応
当日である9月4日の前日である
9月 3日までが熟慮期間というこ
とになります。

なるほど ! くらしの法律相談 【 第 151 回 】 ホテル日の出岬からのお知らせ

ホテル日の出岬は町民の皆さまの大切な財産です。
ぜひ、ご利用をお待ちしています。ホテルに対するご意見、
ご要望がありましたら、何なりとご連絡ください。
　　  オホーツク温泉ホテル日の出岬

☎0158 ‐ 85 ‐ 2626

今月の担当

阿野 洋志 弁護士
オホーツク枝幸ひまわり
基金法律事務所

無料法律相談会　12 月 3 日㈫　雄武町地域交流センター２階
（事前予約制）　予約受付：紋別ひまわり基金法律事務所　☎ 0158 - 26 - 2277（事前予約制）　予約受付：紋別ひまわり基金法律事務所　☎ 0158 - 26 - 2277
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宴会プランをご用意しております
◉和洋中盛り合わせ　1名　5,700円　※5名より承ります。
・和前菜盛合わせ・鮪の和風カルパッチョ・鶏肉のカシューナッツ炒め
・塩ちゃんこ鍋・芙

フーヨーハイ
蓉蟹のチリソースがけ・豚肉のトマトクリーム煮

・茶碗蒸し・キンパナムル添え・玉子スープ・ホテル自家製デザート

◉飲み放題（2時間）　1名　2,300円
　生ビールor瓶ビール/焼酎/日本酒/ワイン赤・白/ウイスキー/サワー4種
　ソフトドリンク（コーラ・ジンジャーエール・烏龍茶・オレンジジュース・ノンアルコールビール）
※ご予算に応じてご用意することも可能です。お気軽に問い合わせください。

　クリスマスメニュー・年末オードブルのご予約承ります
・国産ローストチキン　　　　 　2,980 円　  限定 50 羽　　・ミックスピザ　24cm　　　 1,000 円　限定 50 枚
・ホワイトクリスマス（ケーキ）　4,500 円 　 限定 50 個　　・クリスマスノエル（ケーキ）　4,500 円　限定 50 個
・年末オードブル　　　　　 　 13,000 円　  限定 50 台

◉予約受付期間　　《 12 月 17 日㈫まで 》
※ご予約は電話またはフロントカウンターにて受け付けております。

◉商品お渡し日・場所
　・クリスマスローストチキン・ミックスピザ・クリスマスケーキ 　
　　　　　　　　　　　　　  12 月 24 日㈫、25 日㈬
　・年末オードブル　　　　  12 月 31 日㈫
　ホテル日の出岬フロント  　14 時～ 17 時
　道の駅おうむ 1F　　　　   15 時～ 16 時　　※詳しくは、電話などで問い合わせください。

　レストラン「藍」のおすすめ（すべて税込み）

ソースかつ丼　
1,280 円

旨辛ホルモンラーメン　
1,180 円

揚げ豆腐と野菜のスープカレー
1,680 円

　町民限定宿泊プラン販売いたします

〇販売期間　
　11 月１日㈮から令和 7 年 4 月 25 日㈮まで
　※年末・年始を除く

〇宿泊料
　１泊朝食付　２名以上　1 名 6,000 円　
　町民とご一緒の宿泊で、町外のお客さまは、
　１泊朝食付き 7,000 円　
　※１名のみの利用は 3,000 円増となります。

〇町民限定宿泊プラン利用者特典　
　レストラン藍をご利用されるお客さまは全
品 20％割引とさせていただきます。


